
令和２年度 歯科保健医療関係事業について（医療政策課所管）

【研修等事業】

○ 歯科医療従事者向け在宅歯科医療研修会
・ 高齢者の在宅歯科医療研修会（２回開催予定）
・ 小児の在宅歯科医療研修会（１回開催予定）

○ 介護職のための在宅歯科医療研修会
・ 区西北部、区東北部、区東部、南多摩保健医療圏で、１回ずつ開催予定

○ 周術期口腔ケアに関する歯科医療従事者向け研修会
・ 導入コース（区西北部、区東北部保健医療圏で、１回ずつ開催予定）
・ 基礎・応用コース（２回開催予定）
・ 実地研修（１回開催予定）

○ 多数歯う触のある子供たちに対する支援のための歯科医療従事者向け研修会（１回開催予定）
○ 多職種向け食育支援講演会（１回開催予定）
〇 東京都立心身障害者口腔保健センターでの研修会（参考資料４）

・ 新たに、障害者の方への対応や、配慮の方法など障害特性に応じた基礎的研修（バリアフリー研修）を実施

【普及啓発事業】

○ 令和元年度に作成したリーフレット（参考資料５、６）等を活用した、都民等への歯科口腔保健の普及に関する取組
・ 区市町村において、東京都が作成したリーフレット等を活用した講演会等を実施した場合に、補助を実施

（医療保健政策区市町村包括補助）
・ 青年期（概ね18歳～30歳の世代）に対し、歯科保健に関する行動を充実させるため、リーフレット等を大学、

企業等へ配布

【障害者歯科医療に関する事業】
※ 障害者歯科保健医療推進ワーキンググループにおいて検討し、以下を実施予定
〇 障害者歯科に関する歯科診療所の情報の見える化（資料２－２のとおり。）
〇 見える化の実施に伴う、歯科診療所への周知
〇 見える化の実施を含めた歯科保健医療に関して、障害者ご本人や、障害福祉サービス事業所等への周知
〇 歯科医療機関同士の連携の強化に向けたツール（診療情報提供書など）の作成

資料２


